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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第１四半期
累計期間

第36期
第１四半期
累計期間

第35期

会計期間
自 2020年６月１日
至 2020年８月31日

自 2021年６月１日
至 2021年８月31日

自 2020年６月１日
至 2021年５月31日

売上高 （百万円） 8,557 6,243 18,886

経常利益 （百万円） 998 926 1,299

四半期（当期）純利益 （百万円） 702 636 920

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － －

資本金 （百万円） 1,249 1,750 1,750

発行済株式総数 （株） 28,297,915 35,147,915 35,147,915

純資産額 （百万円） 5,016 6,782 6,245

総資産額 （百万円） 18,538 23,157 24,089

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 25.34 18.48 29.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 24.99 18.27 29.13

１株当たり配当額 （円） － － 2.00

自己資本比率 （％） 26.6 28.9 25.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ
いては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社に異動はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社プロパスト(E04064)

四半期報告書

 2/19



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの影響により、依然として厳しい状況にある中

で持ち直しの動きが続いているものの、そのテンポは弱まってきております。

個人消費は、弱い動きとなっております。「家計調査」（７月）では、実質消費支出が前月比0.9％減となり３ヶ

月連続で前月を下回っております。実質可処分所得も７月が前月比6.1％減となっており、夏季賞与の減少が消費の

重石となったことに加えて、新型コロナウイルスの感染状況の悪化や緊急事態宣言の発出等を受けてサービス消費を

中心に下押し圧力が強くなったものと考えられます。設備投資は、持ち直しの動きとなっております。法人企業統計

季報の2021年４－６月期の全産業（金融業、保険業を除く）の設備投資（ソフトウェアを除く）は、季節調整済みで

前期比3.2％増となり、２四半期連続の増加となりました。輸出についても、緩やかな増加が続いております。経済

活動の再開が進む米国向けやアジア向け輸出が好調に推移しております。

当社が属する不動産業界においては、持ち直しの動きが見られます。先行指標となる新設住宅着工戸数の季節調整

済み年率換算値が７月で92万戸と前月比6.9％増となり、３カ月振りの増加となりました。また、首都圏マンション

の初月契約率については、８月が73.0％となり、好不況の分かれ目とされる70％前後を維持しております。

このような状況の中、当社は、新規物件の取得や保有物件の売却を進めてまいりました。この結果、売上高は

6,243百万円（前年同四半期比27.0％減）、営業利益1,026百万円（同5.4％減）、経常利益926百万円（同7.3％

減）、四半期純利益636百万円（同9.4％減）となりました。

当第１四半期累計期間におけるセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（分譲開発事業）

分譲開発事業では、プルームヌーベル武蔵野（東京都武蔵野市）の販売を実施しました。なお、分譲開発事業の販

売物件が上記プロジェクトのみにとどまる中で、当第１四半期においては販売を開始した前年同四半期と比較して、

販売ペースが若干鈍化した結果、売上高は220百万円（同27.5％減）、セグメント利益は13百万円（同49.8％減）と

なりました。

（賃貸開発事業）

賃貸開発事業では、首都圏を中心に用地取得から小規模賃貸マンション建築・販売まで行っており、西池袋２プロ

ジェクト、日本橋浜町２プロジェクト及び中目黒プロジェクト等の６物件を売却いたしました。前年同四半期に複数

の大型物件を販売した反動に加えて、物件売却が順調に進んだことにより保有する竣工済物件数も限られたことを受

けて売却物件数が減少した結果、売上高は4,469百万円（同38.3％減）、セグメント利益は1,080百万円（同11.5％

減）となりました。

（バリューアップ事業）

バリューアップ事業では、中古の収益ビルをバリューアップした上で売却しており、白金５プロジェクト、世田谷

２プロジェクト及び世田谷３プロジェクトの３物件を売却いたしました。収益性の高いエリアでの物件売却が進めら

れた結果、売上高は1,553百万円（同53.0％増）、セグメント利益は196百万円（同124.2％増）となりました。

当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末から932百万円減少し、23,157百万円となりました。負債

につきましては、前事業年度末から1,469百万円減少し、16,374百万円となりました。また、純資産につきまして

は、前事業年度末から536百万円増加し、6,782百万円となりました。前事業年度末からの主な変動要因は、以下のと

おりであります。

資産につきましては、保有物件の売却を積極的に進めた結果、販売用不動産と仕掛販売用不動産が合わせて2,064

百万円減少したことによるものであります。一方、物件売却を推進したことから、現金及び預金は963百万円増加し

ております。

負債につきましては、保有物件の売却を積極的に実施したことに伴い、借入金の返済が進んだことから、借入金が

1,072百万円減少したことによるものであります。また、純資産の増加の主な要因としましては、利益剰余金が566百

万円増加したことによるものであります。

(2）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
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(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金需要の主なものは、運転資金需要と販売用不動産の取得及び建築費に必要な資金等であります。運転資

金については、内部資金を充当し、必要に応じて金融機関より短期借入金で調達を行っております。また、販売用不

動産の取得及び建築費等については、金融機関より短期借入金及び長期借入金で調達を行っております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 72,000,000

計 72,000,000

（注）　2021年８月26日開催の第35期定時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、2021年８月26日付で発行

可能株式総数は、36,000,000株増加し、72,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
(2021年８月31日)

提出日現在発行数（株）
(2021年10月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,147,915 35,147,915

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

 

計 35,147,915 35,147,915 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残　高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残　高

（百万円）

2021年６月１日～

2021年８月31日
－ 35,147,915 － 1,750 － 772

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

直前の基準日（2021年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

 

①【発行済株式】

    2021年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 619,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,426,500 344,265 －

単元未満株式 普通株式 101,915 － －

発行済株式総数  35,147,915 － －

総株主の議決権  － 344,265 －

（注）１．「単元未満株式」欄には、自己株式60株が含まれています。

２．2021年7月12日開催の取締役会決議に基づき、2021年７月15日までに191,600株を自己株式として取得を完了し

ておりますが、当第１四半期会計期間末日現在の株主名簿の記載内容が確認できないため、上記の自己株式数

には含めておりません。

 

②【自己株式等】

    2021年８月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社プロパスト
東京都港区麻布十番

1-10-10
619,500 － 619,500 1.76

計 － 619,500 － 619,500 1.76

（注）2021年７月12日開催の取締役会決議に基づき、2021年７月15日までに191,600株を自己株式として取得を完了して

おりますが、当第１四半期会計期間末日現在の株主名簿の記載内容が確認できないため、上記の自己株式数には含

めておりません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年６月１日から2021年

８月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年６月１日から2021年８月31日まで）に係る四半期財務諸表につい

て、HLB Meisei有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2021年５月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,037 5,000

売掛金 1 0

販売用不動産 8,069 5,846

仕掛販売用不動産 9,878 10,037

貯蔵品 2 2

その他 1,658 1,887

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 23,647 22,773

固定資産   

有形固定資産 18 16

無形固定資産 1 4

投資その他の資産 422 362

固定資産合計 442 383

資産合計 24,089 23,157

負債の部   

流動負債   

買掛金 89 111

短期借入金 2,540 2,550

１年内返済予定の長期借入金 7,844 6,447

未払法人税等 357 246

引当金 28 65

その他 743 396

流動負債合計 11,602 9,816

固定負債   

長期借入金 6,164 6,478

引当金 45 47

その他 31 32

固定負債合計 6,240 6,557

負債合計 17,843 16,374

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,750 1,750

資本剰余金 772 772

利益剰余金 3,735 4,302

自己株式 △105 △135

株主資本合計 6,152 6,689

新株予約権 92 92

純資産合計 6,245 6,782

負債純資産合計 24,089 23,157
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2020年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年８月31日)

売上高 8,557 6,243

売上原価 7,014 4,797

売上総利益 1,543 1,445

販売費及び一般管理費 458 419

営業利益 1,085 1,026

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 4

その他 0 0

営業外収益合計 1 5

営業外費用   

支払利息 77 87

融資手数料 9 16

その他 1 1

営業外費用合計 88 106

経常利益 998 926

特別利益   

新株予約権戻入益 14 －

特別利益合計 14 －

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 1,013 926

法人税、住民税及び事業税 286 231

法人税等調整額 24 58

法人税等合計 311 289

四半期純利益 702 636
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しております。収益認識会計基準等の適用による四半期財務

諸表に与える影響はありません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020

年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表

への影響はありません。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）

　前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の

見積りを含む仮定について重要な変更はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2020年６月１日
至　2020年８月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2021年６月１日
至　2021年８月31日）

減価償却費 ２百万円 ２百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2020年６月１日　至2020年８月31日）
１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年８月27日
定時株主総会

普通株式 55 ２ 2020年５月31日 2020年８月28日 利益剰余金

 

２.株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得）

　当社は、2020年７月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得によ

り、自己株式が29百万円増加し、当第１四半期会計期間末において119百万円となっております。なお、当該決議

に基づく自己株式の取得につきましては、2020年７月16日をもって取得を終了しております。

 

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2021年６月１日　至2021年８月31日）
１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年８月26日
定時株主総会

普通株式 69 ２ 2021年５月31日 2021年８月27日 利益剰余金

 

２.株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得）

　当社は、2021年７月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得によ

り、自己株式が29百万円増加し、当第１四半期会計期間末において135百万円となっております。なお、当該決議

に基づく自己株式の取得につきましては、2021年７月15日をもって取得を終了しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年６月１日　至　2020年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期
損益計算書
計上額
（注）３ 

分譲開発
事業

賃貸開発
事業

バリュー
アップ事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 304 7,238 1,015 8,557 － 8,557 － 8,557

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 304 7,238 1,015 8,557 － 8,557 － 8,557

セグメント利益 26 1,221 87 1,335 △0 1,335 △249 1,085

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業務受託事業

を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△249百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年６月１日　至　2021年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期
損益計算書
計上額
（注）３ 

分譲開発
事業

賃貸開発
事業

バリュー
アップ事業

計

売上高         

顧客との契約から生
じる収益

220 4,469 1,553 6,243 － 6,243 － 6,243

その他の収益 － － － － － － － －

外部顧客への売上高 220 4,469 1,553 6,243 － 6,243 － 6,243

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 220 4,469 1,553 6,243 － 6,243 － 6,243

セグメント利益 13 1,080 196 1,289 △0 1,289 △263 1,026

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業務受託事業

を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△263百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2020年６月１日
至　2020年８月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2021年６月１日
至　2021年８月31日）

（1）１株当たり四半期純利益 25円34銭 18円48銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 702 636

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 702 636

普通株式の期中平均株式数（千株） 27,704 34,425

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 24円99銭 18円27銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 388 388

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

2013年７月18日及び2013

年７月31日取締役会決議

ストック・オプション

（第６回新株予約権）

については、2020年７月

18日をもって権利行使期

間満了につき失効してお

ります。

―
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（重要な後発事象）

当社は、2021年９月13日開催の取締役会において、当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株

式の処分を行うことを決議いたしました。

 

１.処分の概要

（1）払込期日 2021年10月13日

（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式　82,000株

（3）処分価額 １株につき146円

（4）処分価額の総額 11,972,000円

（5）割当予定先 取締役８名　82,000株

（6）その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書

を提出しております。

 

２.処分の目的及び理由

　当社は、2020年７月13日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主

価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目

的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といい

ます。）を導入することを決議し、また、2020年８月27日開催の第34期定時株主総会において、①本制度に基づ

き、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、当社の取締役に対して年額

20百万円以内（うち社外取締役分は年額５百万円以内）の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡

制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする

こと、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で

定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を

退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつ

き、ご承認をいただいております。

　なお、本制度の概要については、以下のとおりです。

 

＜本制度の概要＞

　当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当

社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

　本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役に対して年16万株以内（うち社外取締役分

は年４万株以内）とし、その１株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日におけ

る東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引

日の終値）を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いた

します。

　また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間で譲渡

制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

　①　あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲

渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと

　②　一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

 

　その上で、当社は、2021年９月13日開催の取締役会において、当社の取締役８名（以下「対象取締役」といい

ます。）に対し、本制度の目的、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計

11,972,000円（うち社外取締役分は2,993,000円）と引き換えに、当社の普通株式82,000株（以下「本割当株

式」といい、このうち社外取締役分は20,500株となります。）を処分することを決議いたしました。

 

＜譲渡制限付株式割当契約の概要＞

　本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は

以下のとおりです。

（１）譲渡制限期間

　対象取締役は、2021年10月13日（払込期日）から当社の取締役を退任する日までの間、本割当株式について、

譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

（２）譲渡制限の解除条件

　対象取締役が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の日までの期

間（以下「本役務提供期間」という。）の間、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡

制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供
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期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役を退任した場合、譲渡制限期

間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数

に、本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て

る。）の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

（３）当社による無償取得

　当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）株式の管理

　本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間

中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

（５）組織再編等における取扱い

　譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画

その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承

認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、本役務提供期

間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果、１を

超える場合には１とする。）に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数（ただし、計算の結果、１

株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。）の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日

の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

 

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容

　本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであ

り、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年９月10日（取締役会決議日の前営業日）の東京

証券取引所における当社の普通株式の終値である146円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株

価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反

映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年10月11日

株式会社プロパスト

取締役会　御中

 

HLB Meisei有限責任監査法人

東京都中央区
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 武田　剛

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 関　　和輝

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロ

パストの2021年６月１日から2022年５月31日までの第36期事業年度の第１四半期会計期間（2021年６月１日から2021年

８月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年６月１日から2021年８月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロパストの2021年８月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ

なかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと

判断している。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか

どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項
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が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査

人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の

表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項

が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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